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議
会
議
員
の
任
期
お
よ
び
定
数
、

市
町
村
建
設
計
画
な
ど
審
議

昨
年
十
二
月
二
十
四
日
、
秋
田
市
・
河
辺

町
・
雄
和
町
の
第
六
回
合
併
協
議
会
が
開
か

れ
ま
し
た
。

今
回
は
、「
議
会
議
員
の
任
期
お
よ
び
定
数

の
取
扱
い
」「
使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い
」

な
ど
八
つ
の
案
件
が
審
議
さ
れ
、
こ
の
う
ち

六
議
案
を
可
決
、「
補
助
金
等
の
取
扱
い
」

な
ど
二
議
案
は
継
続
審
議
と
な
り
ま
し
た
。

合併協議に関するご意見をお寄せください

秋田市合併推進局
tel(866)2785 ファクス(866)2795
市町合併ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/copr/

議
員
定
数
は「
46
」に
決
定

新
市
の
議
会
議
員
の
定
数
は
、
秋

田
市
区
域
四
十
二
人(

現
在
の
ま
ま)

、

河
辺
町
区
域
二
人
、
雄
和
町
区
域
二

人
の
計
四
十
六
人
と
す
る
こ
と
に
決

ま
り
ま
し
た
。

秋田市議会

河
辺
町
お
よ
び
雄
和
町
の
議
会
議
員
は
、

合
併
時
に
全
員
失
職
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。し

か
し
、
両
地
域
住
民
の
声
を
合
併
後

の
新
市
の
行
政
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
た

め
、
合
併
後
に
両
地
域
で
増
員
選
挙
を
行

い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
か
ら
二
人
ず
つ
議

会
議
員
を
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
増
員
選
挙
で
選
出
さ
れ
た

議
会
議
員
の
任
期
は
、
公
職
選
挙
法
の
規

定
に
よ
り
、
合
併
前
の
秋
田
市
の
議
会
議

員
の
任
期
で
あ
る
平
成
十
九
年
五
月
一
日

ま
で
と
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
議
員
報
酬
・
費
用
弁
償
な

ど
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
秋
田
市
の
制

度
に
統
一
し
ま
す
。

議
会
議
員
の
任
期
お
よ
び
定
数

■議員数の取扱い

■議員任期の取扱い



合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針
と
な

る
「
市
町
村
建
設
計
画
」
は
、
両
町
の
総
合

発
展
計
画
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
第
十
次
秋

田
市
総
合
計
画
を
ベ
ー
ス
に
策
定
し
ま
す
。

計
画
の
名
称
は
「（
仮
称
）
緑
あ
ふ
れ
る

新
県
都
プ
ラ
ン
」。
こ
の
素
案
が
第
六
回
合

併
協
議
会
で
審
議
さ
れ
、
新
市
の
ま
ち
づ
く

り
の
方
針
が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
上
記
の
住
民
説

明
会
で
も
説
明
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
特
徴
的
な
施
策

は
下
記
の
と
お
り
で
す
。

合
併
に
伴
い
、
陸(

秋
田
自
動
車
道)

・
海

(

秋
田
港)

、
空(

秋
田
空
港)

の
物
流
基
盤
が

そ
ろ
い
、
県
都
に
ふ
さ
わ
し
い
物
流
機
能
の

集
積
が
実
現
し
ま
す
。
こ
れ
ら
を
活
か
し
、

産
業
、
交
通
機
能
な
ど
が
高
い
レ
ベ
ル
で
集

積
し
た
都
市
の
実
現
に
向
け
、
複
合
一
貫
輸

送(

※)

や
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト(

※)

を
推
進
し
、

物
流
面
で
の
効
率
化
を
は
か
り
ま
す
。

新
市
を
活
性
化
す
る
創
業
促
進
の
面
で

は
、
河
辺
・
雄
和
地
域
の
特
色
を
活
か
し
、

農
業
を
基
盤
と
す
る
製
造
業
や
観
光
分
野
に

お
け
る
起
業
の
促
進
を
は
か
り
ま
す
。

観
光
を
通
し
新
市
の
産
業
活
性
化
を
は
か

る
た
め
、
河
辺
・
雄
和
地
域
の
豊
か
な
自
然

や
観
光
資
源
を
有
効
に
活
用
し
な
が
ら
、
観

光
客
の
受
け
入
れ
体
制
を
整
備
し
、
通
年
型

の
観
光
が
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
つ
と
め
ま
す
。

市
民
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
や
地
域
の
さ
ま
ざ

ま
な
課
題
を
的
確
に
把
握
し
、
効
率
的
に
市

政
へ
反
映
さ
せ
る
た
め
、市
民
か
ら
の
意
見
、

要
望
な
ど
を
受
け
止
め
る
広
聴
活
動
を
充
実

さ
せ
ま
す
。

ま
た
、
開
か
れ
た
市
政
運
営
と
幅
広
い
市

民
の
市
政
参
加
を
促
進
す
る
た
め
、(

仮
称)

「
市
民
公
聴
条
例
」
を
制
定
し
ま
す
。

市
民
生
活
の
利
便
性
の
向
上
を
は
か
る
と

と
も
に
、
市
内
各
地
域
の
個
性
を
活
か
し
て

い
く
た
め
に
、
市
民
が
わ
ざ
わ
ざ
市
役
所
に

足
を
運
ば
な
く
て
も
身
近
な
地
域
内
で
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
窓
口
業
務
の
Ｉ
Ｔ

化
や
支
所
な
ど
の
総
合
的
な
整
備
、
公
共
施

設
の
複
合
化
を
進
め
ま
す
。

お
も
な
事
業
は
次
の
と
お
り
。

■
秋
田
市
庁
舎
の
新
築

■(

仮
称)

西
部
・
北
部
・
東
部
・
南
部
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
整
備

■
河
辺
町
役
場
・
多
目
的
総
合
セ
ン
タ
ー
の

改
修

■
雄
和
町
役
場
・
雄
和
町
図
書
館
、
農
村
環

境
改
善
セ
ン
タ
ー
の
改
修

こ
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
は
、
今
月
末
か
ら

行
わ
れ
る
市
町
合
併
に
関
す
る
住
民
説
明
会

で
出
さ
れ
る
意
見
な
ど
を
参
考
に
、
必
要
に

応
じ
て
修
正
を
加
え
て
い
き
ま
す
。

※
用
語
解
説

複
合
一
貫
輸
送
…
船
舶
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
、

複
数
の
輸
送
手
段
で
運
送
す
る
こ
と

モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
…
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
の
自
動

車
輸
送
か
ら
、
船
運
、
鉄
道
、
航
空
機
な
ど

他
の
輸
送
機
関
に
切
り
替
え
る
こ
と

新
市
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
具
体
的
内
容
を
提
示

効
率
的
な
物
流
が
可
能
に

秋田空港

秋田自動車道

秋
田
港

起
業
促
進
は
河
辺
・
雄
和
地
域
の

特
色
を
活
か
し
て

２
町
の
自
然
観
光
資
源
を
有
効
活
用

市
民
公
聴
条
例
を
制
定

庁
舎
・
支
所
な
ど
を
総
合
整
備

地域ごとに
合併の住民説明会
を開催します

市
町
合
併
に
関
す
る
住
民
説
明
会
を
、
中

央
・
東
・
西
・
南
・
北
の
各
地
域
で
行
い
ま

す
。
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
針
な
ど
に

つ
い
て
説
明
し
ま
す
。
ど
な
た
も
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。
直
接
会
場
へ
ど
う
ぞ
。

地域
東部
中央
北部
南部
西部

日時
１月31日(土)
２月７日(土)
２月14日(土)
２月21日(土)
２月28日(土)

場所
東部公民館
サンパル秋田
土崎公民館
南部公民館
日吉会館

■時間は午後２時～４時です

陸・海・空の
施設がそろい、
物流機能が集積！

広報あきた　１月23日号0033

秋田市
河辺町

雄和町
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公
共
施
設
の
使
用
料
、
窓
口
業
務
の
手
数

料
な
ど
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
秋
田
市

の
料
金
に
統
一
し
ま
す
。
た
だ
し
、
一
部
の

料
金
に
つ
い
て
は
経
過
措
置
を
講
じ
ま
す
。

ま
た
、
水
道
料
金
、
下
水
道
使
用
料
な
ど

は
、
今
後
の
合
併
協
議
会
で
各
事
業
ご
と
に

協
議
し
、
広
報
で
随
時
お
知
ら
せ
し
て
い
き

ま
す
。

※
秋
田
市
の
み
設
置
し
て
い
る
、
自
転
車
等

駐
車
場
、
夜
間
休
日
応
急
診
療
所
、
文
化

施
設
な
ど
の
使
用
料
は
現
行
ど
お
り
と
し

ま
す
。

※
河
辺
町
の
み
設
置
し
て
い
る
、
総
合
福
祉

交
流
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
使
用
料
は
現
行
ど

お
り
と
し
ま
す
。

※
雄
和
町
の
み
設
置
し
て
い
る
、
雄
和
町
サ

イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
な
ど
の
使
用
料

は
現
行
ど
お
り
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
サ

イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
は
、
貸
し
自
転

車
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
を
除
き
、
レ
ジ

ャ
ー
部
門
は
廃
止
し
ま
す
。

使
用
料
、手
数
料
は

秋
田
市
の
制
度
に

統
一
し
ま
す

住民票、印鑑証明の自動交付機

全世帯に
合併のパンフレット
をお配りします
市町合併について理解を深め

ていただくため、２月上旬に秋
田市・河辺町・雄和町の全世帯
にパンフレットをお配りします。
ぜひご覧ください。

パンフレットの内容
・市町合併の必要性
・市町合併により期待
される効果
・緑あふれる新県都プランの概要
・地域別振興計画
・住民負担の現状と調整方針
・合併協議会における主な決定事項

各
種
団
体
や
市
民
活
動
な
ど
に
対

す
る
補
助
金
な
ど(

全
二
百
六
十
四

項
目)

は
、
秋
田
市
の
制
度
に
統
一

し
ま
す
。
な
お
、
一
部
の
補
助
金
な

ど
に
つ
い
て
は
制
度
の
目
的
を
勘
案

し
て
調
整
す
る
案
が
提
示
さ
れ
ま
し

た
。
次
回
一
月
二
十
二
日
の
合
併
協

議
会
で
正
式
決
定
す
る
予
定
で
す
。

主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

河
辺
町
の
中
小
企
業
振
興
資
金
保

証
料
補
給
負
担
金
、
雄
和
町
の
雄
和

町
中
小
企
業
振
興
資
金
保
証
料
補
給

金
に
つ
い
て
は
、
秋
田
市
の
秋
田
市

中
小
企
業
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度
信
用

保
証
料
補
助
金
制
度
に
統
一
す
る
案

が
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

町
内
自
治
活
動
へ
の
助
成
金(

河

辺
町
未
実
施
、
雄
和
町
は
自
治
会
行

政
連
絡
費
交
付
金)

は
、
平
成
十
六

年
度
中
は
現
行
ど
お
り
と
し
、
平
成

十
七
年
度
か
ら
秋
田
市
の
制
度
に
統

一
し
ま
す
。
た
だ
し
、
雄
和
町
で
実

施
さ
れ
て
い
る
交
付
金
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
七
年
度
に
段
階
的
調
整

を
行
い
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
秋
田

市
の
制
度
に
統
一
す
る
案
が
提
示
さ

れ
ま
し
た
。

各
種
補
助
金
の

取
扱
い
も
協
議

中
小
企
業
融
資
あ
っ
せ
ん
は

秋
田
市
の
制
度
に
統
一

町
内
自
治
活
動
へ
の
助
成
金
は

段
階
的
に
調
整
し

秋
田
市
の
制
度
に
統
一

※
使
用
料
、
手
数
料
は
全
部
で
181
項
目
あ
り
ま
す

▲



地
域
バ
ラ
ン
ス
を

考
慮
し
消
防
・
救
急

体
制
を
整
備

■
消
防
車
両
な
ど
の
配
置

合
併
時
、
秋
田
市
に
追
加
さ
れ
る
消

防
車
両
な
ど
は
次
の
と
お
り
。

河
辺
消
防
署
▼
タ
ン
ク
車
、
ポ
ン
プ

車
、
救
助
工
作
車
、
高
規
格
救
急
車
、

救
急
車

雄
和
分
署
▼
化
学
車
、
ポ
ン
プ
車
、

救
急
車

た
だ
し
、
救
助
工
作
車
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
合
併
後
の
新
市
に
お
い

て
検
討
し
ま
す
。

■
救
急
装
備
の
高
度
化

合
併
時
に
、
秋
田
市
の
高
度
化
し
た

装
備
に
統
一
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

高
規
格
救
急
車
が
な
い
雄
和
分
署
へ

の
高
規
格
救
急
車
の
早
期
導
入
を
は

か
り
ま
す
。

■
一
一
九
番
通
報
の
受
信

平
成
十
七
年
度
の
早
期
に
指
令
シ
ス

テ
ム
を
一
元
化
し
、
一
一
九
番
通
報

に
よ
る
災
害
通
報
は
、
秋
田
市
消
防

本
部
が
集
中
的
に
受
信
し
ま
す
。

■
消
防
団
の
組
織
機
構

組
織
▼
合
併
時
に
秋
田
市
消
防
団
に

統
合
し
ま
す
。
分
団
組
織
は
現
行
ど

お
り
引
き
継
ぎ
ま
す
。

団
員
▼
全
員
引
き
継
ぎ
、
定
員
を
二

千
二
百
四
人
と
し
ま
す
。

合
併
後
の
消
防
団
の
定
員

秋
田
市
…
一
五
四
四
人

河
辺
町
…
三
六
〇
人

雄
和
町
…
三
〇
〇
人

計
二
二
〇
四
人

た
だ
し
、
合
併
後
の
新
市
に
お
い
て
、

組
織
の
再
編
お
よ
び
定
員
の
見
直
し

を
し
ま
す
。

消
防
や
救
急
、
防
災
体
制
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
に
秋
田
市
の
体
制
に
統
一

し
ま
す
。

主
な
も
の
は
次
の
と
お
り
。

河
辺
雄
和
の
消
防
は

秋
田
市
が
引
き
継
ぎ
ま
す

■
事
務
組
合
は
合
併
の
日
の
前
日

を
も
っ
て
解
散
し
、
事
務
お
よ

び
財
産
は
す
べ
て
秋
田
市
に
引

き
継
ぎ
ま
す
。

■
河
辺
消
防
署
お
よ
び
雄
和
分
署

は
、
現
行
ど
お
り
と
し
ま
す
。

■
事
務
組
合
の
定
数
内
の
職
員
は
、

す
べ
て
秋
田
市
の
消
防
職
員
と

し
て
引
き
継
ぎ
ま
す
。
ま
た
、

消
防
職
員
定
数
は
、
秋
田
市
の

定
数
三
百
五
十
五
人
に
、
事
務

組
合
の
定
数
四
十
六
人
か
ら
一

人
減
ら
し
た
四
十
五
人
を
加
え

た
四
百
人
と
し
ま
す
。

■
職
員
の
任
免
、
給
与
そ
の
他
の

身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

公
正
に
取
り
扱
う
も
の
と
し
、

一
般
職
の
職
員
の
取
扱
い
に
準

ず
る
も
の
と
し
ま
す
。

河
辺
町
、
雄
和
町
の
消
防
事
務

を
行
っ
て
い
る
「
河
辺
雄
和
地
区

消
防
一
部
事
務
組
合
」
は
解
散
し
、

事
務
お
よ
び
財
産
を
す
べ
て
秋
田

市
が
引
き
継
ぎ
ま
す
。

※ただし、合併後の新市において、組織
の再編および定数の見直しをします。

河辺消防署

雄和分署

秋田市消防本部(定数355人)
１本部→４署→１分署→８出張所
河辺雄和地区消防
一部事務組合消防本部(定数46人)
１本部→１署(河辺)→１分署(雄和)

秋田市消防本部(定数400人)
１本部→５署→２分署→８出張所

現行 合併後

避
難
場
所
な
ど
は

現
行
ど
お
り

■
避
難
場
所
の
指
定

合
併
時
に
秋
田
市
の
制
度
に
統
一

し
、
現
在
の
両
町
指
定
避
難
場
所
等

に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
指
定
し
ま

す
。

秋
田
市
▼
避
難
場
所
九
十
四
か
所

広
域
避
難
場
所
五
か
所

避
難
所
百
十
一
か
所

河
辺
町
▼
避
難
場
所
十
か
所

避
難
所
十
五
か
所

雄
和
町
▼
避
難
場
所
十
七
か
所

避
難
所
十
四
か
所

■
災
害
対
策
本
部

合
併
時
に
秋
田
市
の
制
度
に
統
一

し
、
地
域
防
災
計
画
の
一
部
修
正
を

行
い
ま
す
。

防
災
等
関
係
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
秋
田
市
の
制
度
に
統
一
し
ま
す
。

消
防
・
救
急
・
防
災
の

体
制
が
決
ま
り
ま
し
た

秋田市の
救急救命士
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